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◎茨城県の給与・定員管理等の公表

茨城県の給与・定員管理等について、次のとおり公表する。

平成２３年３月３１日

茨城県知事　　橋　本　　　昌

１　総 括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項

給与抑制措置

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

区　　分

60,699,285

　　　　　千円

(注)　H22.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの
※　「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する
　ため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。

7,252

32.9

（参考）都道府県平均

千円

一人当たり給与費

％千円

期末・勤勉手当職員手当

21年度

①　一般職の管理職について、給料を3％～5％減額している。

（平成２２年４月１日現在）

③　特別職について、給料・報酬月額を、知事は20％、議長及び副知事は15％、副議長は12％、
　議員は10％減額している。

※　実施期間：平成21年4月1日～平成24年3月31日（3年間）

7,373248,247,42333,671 158,417,167

97.6【参考】　地域手当補正後ラスパイレス指数

29,130,971

職員数

千円 千円

給　 料

人

　　　　　　Ａ

千円 千円

2,213,5051,159,340,312

21年度 人　

2,979,139

（参考）人 件 費

　　　　　　Ｂ 20年度の人件費率

人 件 費 率

Ｂ／Ａ

％

実 質 収 支

千円

29.0

千円

給与費 B/A　　計　　Ｂ

一人当たり

336,192,669

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住 民 基 本 台 帳 人 口

　　　　　（21年度末）

②　管理職手当受給者の管理職手当について、10％～20％減額している。

公　　　　告

H17
100.9 H17

99.6 H22
98.9

H22
101.1

90

95

100

105

茨城県 都道府県平均
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（５）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

※　民間の用務員は，全国平均の数値

339,950 424,247

％

▲　0.19

378,105

386,416

（国ベース）
区　　分

較差区　　分 民間給与

344,058

円

月

3.95

年間支給月数

▲881円 ％

月

▲0.20

（改定月数）

▲　0.23

国　の　改　定　率給　与　改　定　率

A-BA B （改定率）

3.95

（▲　0.23　％）

月

（参考）

国　の　年　間

支　給　月　数

人事委員会の勧告 （参考）

173人

公　務　員

369,558円450人 342,945円 390,690円

284,514円

346,640円 386,234円

43.7

公務員給与 勧　告

▲　0.23

381,330

354,698円 自家用自動車運転手 53.9歳

373,043円 用務員

職員数 平均給料月額

395,666

較差区　　分

支給月数　　　B A-B

月

割合　　　　　　A

月 月

平均給与月額

22年度

385,535

公務員の民間の支給

人事委員会の勧告

勧　告

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。

％円

▲0.183.97 4.15

22年度

都道府県平均

茨城県

国

421,931

 ―  325,579

43.1

41.9

平均給与月額平均給料月額

――

参　考

A/B

民　間

平均年齢
平均給与月額

(B）

1.8

47.6歳 55人 331,505円 366,183円 350,488円 調理師 44.3歳 1.5

― 322,291円 ―

―

― ― ―

387,402円

平均給与月額
（A)

平均給与月額
（国ベース)

対応する民間
の類似職種

245,400円

― ―

213,600円53.8歳

439,190円

249,300円

416人

1.8

331,561円 ―364,759円 ― ―

国

平均年齢

44.2歳

48.6歳

51.4歳

12人 318,733円

49.3歳

区　分
平均年齢

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員 の支給月数」は期末手当及び
　　勤勉手当の年間支給月数である。

都道府県平均 49.3歳

う ち 運 転 手

う ち 用 務 員

う ち 調 理 員

茨城県

3,955人

222,900 261,900 289,200 320,600
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

135,600 185,800

403,000 425,100 459,100 481,300243,700 309,400 356,600 390,500

７級 ８級 ９級

413,700 467,500366,200

（単位：円）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

541,200

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
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　　　③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）

（２）職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

一般行政職 円 円

円 円

技能労務職 円

円

高等学校教育職 円

円

小・中学校教育職 円

円

警　察　職 円 円

円 円

3,319,000円

3,452,400円

158,100

192,800

―

172,200

―

大　学　卒

148,800

―

高　校　卒

―

148,800 ―

大　学　卒

164,700

※民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成19年～21年の3ヶ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり，年齢，業務、内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものでは
　ない。
※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは，それぞれ平均給与月額を１２倍したものに，公務員においては前年度に
　支給された期末・勤勉手当，民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

高　校　卒

129,200

192,800

187,500大　学　卒

高　校　卒

中　学　卒

―

203,100

140,100

国

大　学　卒

高　校　卒

区　　　分 茨 城 県

高　校　卒

181,200

140,100

参　　考

 ―  

年収ベース(試算値）の比較

451,654

平均給料月額

1.7

区　　分 平均給与月額

う ち 運 転 手 6,714,379円

区　分

１　「平均給料月額」とは、平成22年4月1日現在における各種ごとの職員の基本給の平均である。

371,475都道府県平均 325,926

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当
  の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には、時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれ
　ていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもの。

茨城県

44.8

41.3

都道府県平均

区　　分

都道府県平均

40.2

区　　分

茨城県

国

367,888

135,600

6,294,120円 3,008,200円 2.1

う ち 調 理 員 5,930,947円

う ち 用 務 員

45.0

公務員
（C)

民間
（D）

C/D

平均給与月額

（国ベース）

平均給与月額

441,586

430,570

447,072

39.7

茨城県 6,285,733円 ― ―

茨城県

450,762

平均給料月額

392,714

2.0

318,139

平均年齢

44.0

393,945

平均年齢

335,694

373,665

386,923

44.2

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

469,083

369,610
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（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

一般行政職 円 円 円

円 円 円

技能労務職 円 円 円

高等学校 円 円 円

教育職 円 円

小・中学校 円 円 円

教育職

警　察　職 円 円 円

円 円 円

４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１　茨城県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

大　学　卒

区　　　         分

29.01,814

4.5281

　　　　　　　　％

1,426 22.8

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

1.0

20.4

5.6

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

0.5

1,272

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

60

353

９ 級
　　　　　　　　％

32

　　　　　　　　人

―

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

6.3

　　　　　　　　人

387,200

9.9

　　　　　　　　％

347,403

―

222,511

―

212,700

372,983

300,875

346,957

273,973

経 験 年 数 ２ ０ 年

398,842365,327

261,150

317,146

306,610

323,180

経 験 年 数 １ ０ 年

370,283

経 験 年 数 １ ５ 年

322,953269,505

410,265

280,488

―

５ 級 　課長補佐

２ 級

高　校　卒

311,153

―

248,473

高　校　卒

７ 級 　課長・副参事・技佐

３ 級

６ 級

４ 級

　副参事・技佐・課長補佐

８ 級 　次長

　部長・次長

高　校　卒

中　学　卒

316,312大　学　卒

大　学　卒

―

―

291,966大　学　卒

標準的な職務内容

高　校　卒

区　　分

　係長・主任

　係長

１ 級

　　　　〃

　主事・技師

617

構成比

　　　　　　　　％

高　校　卒

394

職員数
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(注)

（２）昇給への勤務成績の反映状況

５　職員の手当の状況

 (1)期末手当・勤勉手当

千円　

（21年度支給割合） （21年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　　５～20％ ・役職加算　　　　５～20％

･管理職加算　　15～25％ ･管理職加算　　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(0.75)

国

1.402.75

１　勤務成績の評定の実施状況

－

1,915

　勤務評価制度が確立するまでの間は，給与構造改革前の基準を用いて成績判定を実施。成績区分は，特に良好（4号給
以上），良好(3号給），良好と認められない（2号給以下）の3区分

茨 城 県

１人当たり平均支給額（２１年度）

　平成18年度から管理職について試行を開始し，平成19年10月からは対象範囲を一般職へ拡大している。

２　昇給への勤務成績の反映状況

1.40

(1.60)

2.75

(1.50) (0.70)

平成18年に11級制から9級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）

１級
1.9%

１級
6.3%

１級
6.3%

２級
3.3%

２級
10.0%

２級
9.9%

３級
12.6%

３級
23.0%

３級
22.8%

４級
16.2%

４級
28.3%

４級
29.0%

５級
5.9%

５級
5.0%

５級
4.5%

６級
27.0%

６級
20.6%

６級
20.4%

７級
5.2%

７級
5.4%

７級
5.6% ８級

21.2%

８級
0.8%

８級
1.0% ９級

5.4%

９級
0.6%

９級
0.5%

１０級
0.7%

１１級
0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2）退職手当（２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、21年度に退職した職員に支給された平均額である。  

（3）地域手当（２２年４月１日現在）

千円

　　円

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

(注)

 (4)特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

3 15.0

千葉県千葉市 1 10.0

左記職員に対する支給単価

3 3.0

大阪府大阪市

3.0

10.0

15.0

国

30.55

（支給率）　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

59.2859.28

59.28

47.5

59.28

27,771

33.5

30.55

41.34

　地方公務員法第40条に基づき，毎年４月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。

２　勤勉手当への勤務実績の反映状況

　管理職以外の職員のうち，知事表彰を受けた職員に対して支給額に30,000円～50,000円の加算。
　（平成22年度６月期勤勉手当　50,000円加算対象者　９名　30,000円加算対象者　２５名　）
　以外の職員については，人事評価が未実施であるため，成績率に差をつけず，一律の支給（1.4/100）を行った。

茨 城 県

458

23.5

33.5

23.5

47.5

（支給率）　　　　　　　自己都合　  　    勧奨・定年

59.28

県税業務

40.8

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

東京都立川市 2 12.0

6.0

3.0

北海道札幌市

128,398

1,764,184

主な支給対象業務

県税業務手当

手当の種類（手当数） 21

支給実績（２１年度決算）

12.0

支給対象職員数支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

支給率

龍ケ崎市･筑西市・つくばみらい市・利根町 2,538

１　勤務成績の評定の実施状況

日額320円～740円

41.34

3.0

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

平　均　支　給　率

59.28

4,650,588

国の制度（支給率）

支給実績（２１年度決算）

手当の名称

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

138,110

6.0

3.0

水戸市･土浦市･守谷市 9,149 3.0

つくば市 1,810 3.0

（～平成20年度末：　45～59歳対象2～30％加算）

（平成21年度末～：　45～59歳対象2～20％加算）

894

上記以外の県内地域 14,542

4,876 3.0日立市･古河市･牛久市･ひたちなか市

3.0

18.0

15.0

12.0

3.0 0.0

10.0

東京都特別区 29 18.0

6.0

主な支給対象職員

県税事務所等に勤務する職員

15.0

4.86

15.0

3.03

3.0

１　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

群馬県前橋市 1

取手市

医師 35

山梨県甲府市 1
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（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

日額580円

給料月額の4～8％等

日額230～350円

日額290円

種雄牛又は種雄豚の自然交配の
準備作業等

勤務1回410～1,100円
警察官の行う地域警察、犯罪の予
防若しくは捜査、警備、交通事故処
理等の業務等

勤務1回2,000円～6,800円深夜における看護等の業務等

日額280円～4,600円等

日額290円、日額350円

医療若しくは試験検査の業務

県立病院等に勤務する職員

日額290円～750円

日額150円～1,080円等

日額1,000円
（深夜　日額1,500円）

123

4,139,087

職業訓練の業務等

127

要保護者・児童・身体障害者等と直
接接して行う社会福祉業務等

4,323,263

公共土木施設災害応急作業、高所
作業、トンネル内作業等

公共の用に供する用地の取得のた
めに、現地において行う特に困難
な交渉業務

支給実績（２１年度決算）

夜間看護等手当

警察業務手当

保安検査、立入検査、漁業取締、
狩猟取締、公害防止に関する法令
の規定に基づき、工場若しくは事業
場等に立ち入り、調査又は検査を
行う業務等

土木事務所等に勤務する職員

県立病院等に勤務する医師、歯科
医師

保健所に勤務する職員

医療大学付属病院、警察本部，警
察署等に勤務する職員

解剖作業手当

保健所等に勤務する職員

消費生活センター等に勤務する職
員

夜間特殊業務手当
警察本部、警察署等に勤務する職
員等

福祉業務手当

家畜等取扱手当

取締業務手当

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

特殊現場作業等手当

保健衛生業務手当

実習指導手当

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

有害薬剤等取扱手当

医師手当

潜水作業手当

教員特殊業務手当

多学年学級担当手当

教育業務連絡指導手当

日額290円～450円

1体につき3,200円（1日5,500円限
度）

水産試験場等に勤務する職員

月額25,000円～35,000円

日額300円～650円
1航海（漁獲総額－市場手数料）×
20/100の範囲内

1時間につき310円～2,250円潜水具を着用しての潜水作業

用地交渉業務手当

放射線作業手当

土木部の出先機関等に勤務する職
員

日額230円～590円

水上作業手当
水産試験場、海洋高等学校に勤務
する職員

船籍港及び定係港外における水産
に関する試験研究若しくは指導訓
練、県有船又は県が借上げた船舶
に乗り組んで行う漁ろう作業等

警察本部、警察署に勤務する職員 警察職が行う特殊業務

日額2,400円～6400円
小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校に勤務する職員

非常災害時等の緊急の業務，児童
又は生徒を引率して行う指導業務
で泊を伴うもの，部活動における児
童又は生徒に対する指導業務で休
日等に行うもの等

小学校、中学校に勤務する職員
2以上の学年の児童又は生徒で編
成されている学級の授業又は指導
等

日額200円
小学校、中学校、高等学校、特別
支援学校に勤務する職員

教務その他の教育に関する業務に
ついての連絡調整及び指導、助言
に当たる教務主任等の業務

航空機に搭乗した時間1時間につ
き5,100円（通常業務）

消防防災課、警察本部に勤務する
職員

航空業務手当 航空機の操縦業務

支給実績（２０年度決算）

福祉相談センター等に勤務する職
員

産業技術専門学院等に勤務する職
員

高圧ガス等の保安検査、漁業・狩
猟の取締り業務に従事する職員、
県民センターの環境保全課等に勤
務する職員等

畜産センター等に勤務する職員

精神障害者又は精神障害の疑い
のある者と直接接する面接相談、
訪問指導又は集団生活指導の業
務等

死体解剖の補助作業
（医師以外）

人体に対するエックス線照射の補
助作業等

病害虫防除のため、特定劇物を用
いて行う散布作業等
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（６）その他の手当（２２年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

異なる内容

通勤手当

との異同

義務教育等
教員特別手当

寒冷地に在勤する職員に支給
（1）世帯主である職員
①扶養親族有  17,800円～26,380円
②扶養親族無  10,200円～14,580円
（2）その他の職員  7,360円～10,340円

 祝日等において勤務を命じられた職員
に支給
   １時間当たりの給与額に100分の135を
乗じた額。

  管理、監督の地位にある職員に支給:
給料表別・職務の級別・管理職の区分
別の定額を支給

管理職手当

休日勤務手当

手　当　名

義務教育諸学校に勤務する職員に支
給。
   給料表の級号給に応じて
   3,900円～15,900円

宿日直手当

住居手当

扶養手当

宿直又は日直勤務をした職員に支給
（1）通常の宿日直勤務
　　1回につき4,200円
（2）管理又は監督等の業務その他特殊
な業務を主として行う宿日直勤務
　　1回につき5,100円～7,200円
（3）病院における宿日直勤務（医師当直
勤務）
　　1回につき20,000円

管理職が祝日等に勤務した場合に管理
職手当の区分に応じ1回当たり6,000円
～12,000円を支給(勤務が6時間を超え
る場合　9,000円～18,000円）

単身赴任の職員に支給
　　23,000円＋加算額
（職員の住居と配偶者等の住居との交通
距離段階区分に応じ　6,000円～45,000
円）

管理職員特別勤務手当

国の制度 国の制度と 支給実績

（２１年度決算）

（２１年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

247,193

異

持家居住者
2,500円

（新築・購入後
5年間に限る）

2,123,862 130,490

同

寒冷地手当

異

単身赴任手当

151,611

同 153,439 292,265

4,527,850
交通用具利用
者における支

給額等
異

262,812

同 34,953 249,664

613,667同

337,721

同 1,684,840 587,667

1,043,221

勤務１時間当
たりの支給額
の算出基礎に
農林漁業普及
指導手当等を
含む

65,333

2,883,523 137,455

同 196

3,792,438

内容及び支給単価

扶養親族のある職員に支給
（1）配偶者　13,000円
（2）配偶者以外　6,500円
（うち一人について、配偶者がない場合
にあっては 11,000円）
（3）満16歳年度初めから満22歳年度末
までの間にある子
　 1人つき5,000円を加算

（1）借家等居住者
          (家賃12,000円以上)
①家賃23,000円以下の場合
   家賃－12,000円
②家賃23,000円を超える場合
  （家賃－23,000円)×1/2
　＋11,000円（27,000円限度）
（2）持家居住者　3,500円

（1）交通機関（電車等）利用者
　6ヶ月定期券等の価額による一括支給
（上限55,000円）
（2）交通用具(自動車等)利用者
　　距離段階区分に応じ
　　2,000円～47,700円
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

　

６　特別職の報酬等の状況（２２年４月１日現在）

円 （ ）円

円 （ ）円

円 （ ）円

円 （ ）円

円 （ ）円

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）

円 任期毎

円 任期毎

(注)

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）

円 任期毎

円 任期毎21,772,800

４　平成22年10月1日「特別職の職員の退職手当に関する条例」一部改正

知 事 給料月額×在職月数×0.80 36,019,200

副 知 事 給料月額×在職月数×0.60

議 長

918,000

1,072,000

給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

初任給調整手当

３　知事及び副知事については，平成22年10月1日～平成22年12月31日の給料について，知事３０％，副知事１５％減額率を上
　乗せしている。

農林漁業普及指導手当

期
末
手
当

3.1

792,000
報

酬

858,500

知 事 　　（２１年度支給割合）

副 知 事

議 長

退
職
手
当 31,104,000

知 事 給料月額×在職月数×0.80

副 知 事 給料月額×在職月数×0.60

51,456,000

議 員

　　（２１年度支給割合）

副 議 長

副 議 長 3.1

議 員 765,000

1,340,000

異

勤務１時間当
たりの支給額
の算出基礎に
農林漁業普及
指導手当等を

含む

850,000

900,000

1,080,000

1,010,000

１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。  

夜間勤務手当

給

料

区 分

定時制通信教育手当

へき地手当

知 事

副 知 事

産業教育手当

186,682

交通条件及び自然的、経済的、文化的
諸条件に恵まれない山間地その他の地
域に所在する小・中学校等に勤務する
教職員に対して支給。
給料及び扶養手当の月額に一定割合(8
～25％)を乗じた額

農業、水産又は工業に関する科目を主
として担当する教職員に支給。
給料月額及び教職調整額に100分の10
を乗じた額

定時制の課程又は通信制の課程の業務
に従事する教職員に支給。
　　給料月額及び教職調整額に100分の
10(管理職手当受給者については100分
の8）を乗じた額

185,020

1,803,778

73,628 334,673

同 81,170

164,861

239,375 554,109

19,975

356,595

1,063,333

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職
　手当の見込額である。

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間（深夜）に勤務した
場合に支給。
   勤務1時間当たりの給与額に100分の
25を乗じた額。

医師及び歯科医師の資格を有するのを
もって充てる職に、大学卒業後一定期間
内に採用された職員に支給。
  最高支給額
     医療(一)　306,000円
     教育(一)　  50,000円

普及指導員が普及指導業務に従事した
場合に支給。
給料月額に100分の２～８を乗じた額
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７ 職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                     
（各年４月１日現在） 

          区 分 
部 門 

 職  員  数 対 前 年 
増 減 数 

   主 な 増 減 理 由            
平成21年 平成22年 

   
 普 
  
 通 
  
 会 
  
 計 
  

 部 

 

 門 

 

 
 
 一 
 般 
 行 
 政 
 部 
 門 
 
 

議会 
総務企画 
税務 
民生 
衛生 
労働 
農林水産 
商工 
土木 

    39 
856 
298 
515 
794 
120 

1,407 
213 

1,019 

    39 
832 
301 
500 
802 
110 

1,368 
  209 
1,013 

    0 
    ▲24 

    3 
    ▲15 

    8 
    ▲10 
    ▲39 
    ▲4 
    ▲6 

 
消費生活ｾﾝﾀｰ業務集約化，旅券業務権限移譲 
 
こども福祉医療センター病棟集約化 
 
技能五輪・アビリンピック推進室廃止 
農林事務所業務効率化 
産業保安業務減，金融担当業務効率化 
港湾事務所統合，那珂水系ダム事務所廃止 

  計    5,261 5,174    ▲87 （参考：人口10万人当たり職員数172人） 

 教育部門   23,196 23,156    ▲40 欠員不補充 

 警察部門    5,205 5,237     32 警察官増員 

  小   計   33,662 33,567    ▲95 （参考：人口10万人当たり職員数1,120人） 
公会 
営計 
企部 
業門 

  

病院 
水道 
下水道 
その他 

   1,014 
     116 
      86 
     178 

1,029 
109 
83 

167 

   15 
    ▲7 

     ▲3 
    ▲11 

医師，看護師等の増 
浄水場欠員不補充 
下水道業務見直し 
業務効率化 

  小   計    1,394 1,388     ▲6  

合  計   35,056 

[38,458] 

34,955 

[37,924] 

  ▲101 

[▲534] 

 

（参考：人口10万人当たり職員数1,167人） 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 

 

( 2 )  年齢別職員構成の状況（２２年４月１日現在） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

3 2歳  

～  

3 5歳  

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 

 

職員数 

人 

85 

人 

796 

 人 

2,108 

  人  

2,655 

人 

3,059 

人 

3,534 

人 

3,764 

人 

4,767 

人 

5,358 

  人  

5,089 

  人  

3,593 

 人 

1 4 6  

人 

3 4 , 9 5 4  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20歳未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60歳以上

構成比

５年前の構成比

%
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 (3) 職員数の推移  

                                                                     （単位：人・％） 

区分 

部門別 
１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 

過去５年間の 

増減数(率) 

一般行政 5,767 5,689 5,563 5 , 4 3 1  5 , 2 6 1  5,174 ▲593（▲10.3%） 

教  育 23,944 23,797 23,586 2 3 , 3 5 5  2 3 , 0 7 6  23,037 ▲907（▲3.8%） 

警  察 5,013 5,076 5,163 5 , 2 2 4  5 , 2 0 5  5,237 224（4.5%） 

公営企業等会計 1,502 1,450 1,429 1 , 4 5 0  1 , 5 1 4  1,507 5（0.3%） 

計 36,226 36,012 35,741 3 5 , 4 6 0  3 5 , 0 5 6  34,955 ▲1,271（3.5%） 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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８ 公営企業職員の状況 

(１)水道用水供給事業 
 

 

① 職員給与費の状況 
ア 決算 

区 分 総費用 

   

Ａ 

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総 費 用 に 占 め る

職員給与費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

20 年度の総費用に占

める職員給与費比率 

２１年度 千円 

14,989,671 

千円 

2,775,554 

千円 

1,253,414 

％ 

8.4 

％ 

7.6 

 

区 分 職員数  

 

Ａ  

給  与  費 一人当た

り給与費 

Ｂ／Ａ 

 （参考） 
都道府県平均一

人当たり給与費 
給  料 

(基本給) 

職員手当 期 末 ・ 勤 勉

手当 

計 

Ｂ 

２１年度 人 

121 

千円 

555,638 

千円 

92,318 

千円 

205,784 

千円 

853,740 

千円 

7,056 

     千円 

7,413 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２ 職員数は，２２年３月３１日現在の人数である。 

 

イ 特記事項 

   ＜企業局全事業共通＞ 

     給与抑制措置（２２年度） 

○ 給料月額について，企業局長は１４％の減額を実施している。 

○ 給料月額について，管理職は３％から５％の減額を実施している。 

○ 管理職手当について，１０％又は２０％の減額を実施している。 

      

 

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

茨城県企業局 46.0 歳 379,564 円 594,909 円 

団 体 平 均 45.9 歳 393,335 円   616,833 円 

(注)  平均月収額には，期末・勤勉手当及び通勤手当等を含む。 

 

 

③ 職員の手当の状況 
ア 期末手当・勤勉手当 

茨城県企業局 団体平均 

１人当たり平均支給額（２１年度） 

                       1,760 千円 

１人当たり平均支給額（２１年度） 

1,719 千円 

(２１年度支給割合) 

期末手当    勤勉手当 

2.75  月分      1.40  月分 

     （1.50）月分     （0.70）月分 

※知事部局と同様 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 有 

※知事部局と同様 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成２２年４月１日現在） ※ ＜企業局全事業共通＞ 

茨城県企業局 

(支給率)    自己都合     勧奨・定年 

勤続２０年   23.50 月分   30.55 月分 

勤続２５年   33.50 月分  41.34 月分 

勤続３５年   47.50 月分  59.28 月分 

最高限度額   59.28 月分  59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（～平成 20 年度末： 45～59 歳対象 2～30%加算） 

（平成 21 年度末～： 45～59 歳対象 2～20%加算） 

※知事部局と同様 

１人当たり平均支給額   自己都合      勧奨・定年 

平成２１年度       ― 千円   28,336 千円 

平成２０年度       ― 千円   28,902 千円 

 

   ウ 地域手当（平成２２年４月１日現在） 

支 給 実 績 (21 年度決算) 15,376 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額  (21 年度決算 ) 132,552 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

 東京都特別区 18.0％ ― 18.0％ 

 つくば市 3.0％ ― 3.0％ 

 茨城県（つくば市を除く） 3.0％ 118 3.0％ 

 

  エ 特殊勤務手当(平成２２年４月１日現在) 

支給総額(21 年度決算) 12,809 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(21 年度決算) 134,081 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(21 年度) 80.2％ 

手当の種類（手当数） 4 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

特 殊 現 場 作 業

等手当 
右記の業務を行う者 

地上１０ｍ以上での監

督・検査業務等 
日額２２０円 

用 地 交 渉 業 務

手当 
右記の業務を行う者 

公共の用に供する用地

の取得のために，現地に

おいて行う困難な交渉

業務 

日額１，０００円 

（夜間 日額１，５００円） 

有 害 薬 剤 等 取

扱手当 
右記の業務を行う者 

毒物劇物等を用いて行

う科学分析業務等 
日額２９０円 

深 夜 特 殊 勤 務

手当 
右記の業務を行う者 

深夜でのポンプ運転業

務 
１勤務１,１００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（２１年度決算） 28,298 千円 

 職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算） 257 千円 

支給実績（２０年度決算） 28,481 千円 

 職員１人当たり平均支給年額（20 年度決算） 248 千円 

（注） 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 
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 カ その他の手当 (平成２２年４月１日現在) 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 な る

内 容 

 

支給実績 

(21 年度決算) 

支 給 職 員 １ 人 当

たり平均支給年額  

(21 年度決算) 

扶 養 手 当 

扶 養 親 族 のある職 員 に支 給  

（1）配 偶 者  13,000 円  

（2）配 偶 者 以 外  6,500 円 （うち一

人 に つ い て ， 配 偶 者 が な い 場 合

にあっては 11,000 円 ） 

（3）満 16 歳 年 度 初 めから満 22

歳 年 度 末 までの間 にある子  1 人

につき 5,000 円 を加 算  

同 なし 19,025 千円 250,329 円 

住 居 手 当 

（1）借 家 等 居 住 者 (家 賃 12,000

円 以 上 ) 

①家 賃 23,000 円 以 下 の場 合  

   家 賃 －12,000 円  

②家 賃 23,000 円 を超 える場 合  

  （ 家 賃 － 23,000 円 ) × 1/2 ＋

11,000 円 （27,000 円 限 度 ） 

（2）持 家 居 住 者 3,500 円 

同 なし 6,925 千円   87,658 円 

通 勤 手 当 

（1）交 通 機 関 （電 車 等 ）利 用 者  

6 ヶ月 定 期 券 等 の 価 額 によ る一

括 支 給 （上 限 55,000 円 ） 

（2）交 通 用 具 （自 動 車 等 ）利 用 者  

  距 離 段 階 区 分 に応 じ 

  2,000 円 ～50,100 円 

同 なし 37,606 千円   310,789 円 

管理職手当 

管 理 ，監 督 の 地 位 に ある 職 員 に

支 給 ：給 料 表 別 ・職 務 の級 別 ・管

理 職 手 当 の 区 分 別 の 定 額 を 支

給  

同 なし 8,903 千円   635,961 円 

夜間勤務手当 

正 規 の勤 務 時 間 として午 後 10 時

から翌 日 の午 前 5 時 までの間 （深

夜 ）に勤 務 した場 合 に支 給 ：勤 務

1 時 間 当 たりの給 与 額 に 100 分 の

25 を乗 じた額 

同 なし 3,256 千円   232,597 円 

管 理 職 員 特 別

勤務手当 

管 理 職 が祝 日 等 に勤 務 した場 合

に 管 理 職 手 当 の区 分 に 応 じ１回

当 たり 6,000 円 ～12,000 円 を支

給 （ 勤 務 が ６ 時 間 を 超 え る 場 合  

9,000 円 ～18,000 円 ） 

同 なし     ― 千円      ― 円 
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（２）工業用水道事業 
 

 

① 職員給与費の状況 
ア 決算 

区 分 総費用   

      

Ａ 

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総 費 用 に 占 め る

職員給与費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

20 年度の総費用に占

める職員給与費比率 

２１年度 千円 

10,917,836 

千円 

5,036,061 

千円 

748,173 

％ 

6.9 

％ 

6.2 

 

区 分 職員数  

 

Ａ  

給  与  費 一人当た

り給与費 

Ｂ／Ａ 

 （参考） 
都道府県平均一

人当たり給与費 
給  料 

(基本給) 

職員手当 期 末 ・ 勤 勉

手当 

計 

Ｂ 

２１年度 人 

69 

千円 

325,646 

千円 

51,740 

千円 

123,497 

千円 

500,883 

千円 

7,259 

     千円 

6,760 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２ 職員数は，２２年３月３１日現在の人数である。 

 

イ 特記事項 

   ＜企業局全事業共通＞ 

     給与抑制措置（２２年度） 

○ 給料月額について，企業局長は１４％の減額を実施している。 

○ 給料月額について，管理職は３％から５％の減額を実施している。 

○ 管理職手当について，１０％又は２０％の減額を実施している。 

      

 

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

茨城県企業局 46.7 歳 388,636 円 606,171 円 

団 体 平 均 45.0 歳 363,147 円   558,202 円 

(注)  平均月収額には，期末・勤勉手当及び通勤手当等を含む。 

 

 

③ 職員の手当の状況 
ア 期末手当・勤勉手当 

茨城県企業局 団体平均 

１人当たり平均支給額（２１年度） 

                       1,809 千円 

１人当たり平均支給額（２１年度） 

1,624 千円 

(２１年度支給割合) 

期末手当    勤勉手当 

2.75  月分      1.40  月分 

     （1.50）月分     （0.70）月分 

※知事部局と同様 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 有 

※知事部局と同様 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成２２年４月１日現在） ※ ＜企業局全事業共通＞ 

茨城県企業局 

(支給率)    自己都合     勧奨・定年 

勤続２０年   23.50 月分   30.55 月分 

勤続２５年   33.50 月分  41.34 月分 

勤続３５年   47.50 月分  59.28 月分 

最高限度額   59.28 月分  59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（～平成 20 年度末： 45～59 歳対象 2～30%加算） 

（平成 21 年度末～： 45～59 歳対象 2～20%加算） 

※知事部局と同様 

１人当たり平均支給額   自己都合      勧奨・定年 

平成２１年度       ― 千円   28,336 千円 

平成２０年度       ― 千円   28,902 千円 

 

   ウ 地域手当（平成２２年４月１日現在） 

支 給 実 績 (21 年度決算) 9,062 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額  (21 年度決算 ) 131,339 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

 東京都特別区 18.0％ ― 18.0％ 

 つくば市 3.0％ ― 3.0％ 

 茨城県（つくば市を除く） 3.0％ 71 3.0％ 

 

  エ 特殊勤務手当(平成２２年４月１日現在) 

支給総額(21 年度決算) 3,923 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(21 年度決算) 118,873 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(21 年度) 47.8％ 

手当の種類（手当数） 4 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

特 殊 現 場 作 業

等手当 
右記の業務を行う者 

地上１０ｍ以上での監

督・検査業務等 
日額２２０円 

用 地 交 渉 業 務

手当 
右記の業務を行う者 

公共の用に供する用地

の取得のために，現地に

おいて行う困難な交渉

業務 

日額１，０００円 

（夜間 日額１，５００円） 

有 害 薬 剤 等 取

扱手当 
右記の業務を行う者 

毒物劇物等を用いて行

う科学分析業務等 
日額２９０円 

深 夜 特 殊 勤 務

手当 
右記の業務を行う者 

深夜でのポンプ運転業

務 
１勤務１,１００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（２１年度決算） 20,133 千円 

 職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算） 296 千円 

支給実績（２０年度決算） 22,496 千円 

 職員１人当たり平均支給年額（20 年度決算） 300 千円 

（注） 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 
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 カ その他の手当 (平成２２年４月１日現在) 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 な る

内 容 

 

支給実績 

(21 年度決算) 

支 給 職 員 １ 人 当

たり平均支給年額  

(21 年度決算) 

扶 養 手 当 

扶 養 親 族 のある職 員 に支 給  

（1）配 偶 者  13,000 円  

（2）配 偶 者 以 外  6,500 円 （うち一

人 に つ い て ， 配 偶 者 が な い 場 合

にあっては 11,000 円 ） 

（3）満 16 歳 年 度 初 めから満 22

歳 年 度 末 までの間 にある子  1 人

につき 5,000 円 を加 算  

同 なし 11,824 千円 257,043 円 

住 居 手 当 

（1）借 家 等 居 住 者 (家 賃 12,000

円 以 上 ) 

①家 賃 23,000 円 以 下 の場 合  

   家 賃 －12,000 円  

②家 賃 23,000 円 を超 える場 合  

  （ 家 賃 － 23,000 円 ) × 1/2 ＋

11,000 円 （27,000 円 限 度 ） 

（2）持 家 居 住 者 3,500 円 

同 なし 6,677 千円   139,094 円 

通 勤 手 当 

（1）交 通 機 関 （電 車 等 ）利 用 者  

6 ヶ月 定 期 券 等 の 価 額 によ る一

括 支 給 （上 限 55,000 円 ） 

（2）交 通 用 具 （自 動 車 等 ）利 用 者  

  距 離 段 階 区 分 に応 じ 

  2,000 円 ～50,100 円 

同 なし 13,345 千円   211,825 円 

管理職手当 

管 理 ，監 督 の 地 位 に ある 職 員 に

支 給 ：給 料 表 別 ・職 務 の級 別 ・管

理 職 手 当 の 区 分 別 の 定 額 を 支

給  

同 なし 7,088 千円   787,568 円 

夜間勤務手当 

正 規 の勤 務 時 間 として午 後 10 時

から翌 日 の午 前 5 時 までの間 （深

夜 ）に勤 務 した場 合 に支 給 ：勤 務

1 時 間 当 たりの給 与 額 に 100 分 の

25 を乗 じた額 

同 なし 574 千円   287,218 円 

管 理 職 員 特 別

勤務手当 

管 理 職 が祝 日 等 に勤 務 した場 合

に 管 理 職 手 当 の区 分 に 応 じ１回

当 たり 6,000 円 ～12,000 円 を支

給 （ 勤 務 が ６ 時 間 を 超 え る 場 合  

9,000 円 ～18,000 円 ） 

同 なし     ― 千円      ― 円 
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（３）地域振興事業 
 

 

① 職員給与費の状況 
ア 決算 

区 分 総費用 

   

Ａ 

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総 費 用 に 占 め る

職員給与費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

20 年度の総費用に占

める職員給与費比率 

２１年度 千円 

432,491 

千円 

▲853,786 

千円 

37,221 

％ 

8.6 

％ 

12.1 

 

区 分 職員数  

 

Ａ  

給  与  費 一人当た

り給与費 

Ｂ／Ａ 

 （参考） 
都道府県平均一

人当たり給与費 
給  料 

(基本給) 

職員手当 期 末 ・ 勤 勉

手当 

計 

Ｂ 

２１年度 人 

4 

千円 

16,564 

千円 

3,581 

千円 

5,895 

千円 

26,040 

千円 

6,510 

     千円 

7,296 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２ 職員数は，２２年３月３１日現在の人数である。 

 

イ 特記事項 

   ＜企業局全事業共通＞ 

     給与抑制措置（２２年度） 

○ 給料月額について，企業局長は１４％の減額を実施している。 

○ 給料月額について，管理職は３％から５％の減額を実施している。 

○ 管理職手当について，１０％又は２０％の減額を実施している。 

      

 

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

茨城県企業局 39.5 歳 345,282 円 605,168 円 

団 体 平 均 46.9 歳 399,899 円   606,992 円 

(注)  平均月収額には，期末・勤勉手当及び通勤手当等を含む。 

 

 

③ 職員の手当の状況 
ア 期末手当・勤勉手当 

茨城県企業局 団体平均 

１人当たり平均支給額（２１年度） 

                       1,474 千円 

１人当たり平均支給額（２１年度） 

1,804 千円 

(２０年度支給割合) 

期末手当    勤勉手当 

2.75  月分      1.40  月分 

     （1.50）月分     （0.70）月分 

※知事部局と同様 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 有 

※知事部局と同様 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成２２年４月１日現在） ※ ＜企業局全事業共通＞ 

茨城県企業局 

(支給率)    自己都合     勧奨・定年 

勤続２０年   23.50 月分   30.55 月分 

勤続２５年   33.50 月分  41.34 月分 

勤続３５年   47.50 月分  59.28 月分 

最高限度額   59.28 月分  59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（～平成 20 年度末： 45～59 歳対象 2～30%加算） 

（平成 21 年度末～： 45～59 歳対象 2～20%加算） 

※知事部局と同様 

１人当たり平均支給額   自己都合      勧奨・定年 

平成２１年度       ― 千円   28,336 千円 

平成２０年度       ― 千円   28,902 千円 

 

   ウ 地域手当（平成２２年４月１日現在） 

支 給 実 績 (21 年度決算) 451 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額  (21 年度決算 ) 112,785 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

 東京都特別区 18.0％ ― 18.0％ 

 つくば市 3.0％ ― 3.0％ 

 茨城県（つくば市を除く） 3.0％ 4 3.0％ 

        支給率を段階的に引き上げることとしている。 

  

  エ 特殊勤務手当(平成２２年４月１日現在) 

支給総額(21 年度決算) － 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(21 年度決算) －   円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(21 年度) －   ％ 

手当の種類（手当数） 4 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

特 殊 現 場 作 業

等手当 
右記の業務を行う者 

地上１０ｍ以上での監

督・検査業務等 
日額２２０円 

用 地 交 渉 業 務

手当 
右記の業務を行う者 

公共の用に供する用地

の取得のために，現地に

おいて行う困難な交渉

業務 

日額１．０００円 

（夜間 日額１，５００円） 

有 害 薬 剤 等 取

扱手当 
右記の業務を行う者 

毒物劇物等を用いて行

う科学分析業務等 
日額２９０円 

深 夜 特 殊 勤 務

手当 
右記の業務を行う者 

深夜でのポンプ運転業

務 
１勤務１,１００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（２１年度決算） 2,672 千円 

 職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算） 668 千円 

支給実績（２０年度決算） 872 千円 

 職員１人当たり平均支給年額（20 年度決算） 218 千円 

（注） 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 
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 カ その他の手当 (平成２２年４月１日現在) 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 な る

内 容 

 

支給実績 

(21 年度決算) 

支 給 職 員 １ 人 当

たり平均支給年額  

(21 年度決算) 

扶 養 手 当 

扶 養 親 族 のある職 員 に支 給  

（1）配 偶 者  13,000 円  

（2）配 偶 者 以 外  6,500 円 （うち一

人 に つ い て ， 配 偶 者 が な い 場 合

にあっては 11,000 円 ） 

（3）満 16 歳 年 度 初 めから満 22

歳 年 度 末 までの間 にある子  1 人

につき 5,000 円 を加 算  

同 なし 624 千円 312,000 円 

住 居 手 当 

（1）借 家 等 居 住 者 (家 賃 12,000

円 以 上 ) 

①家 賃 23,000 円 以 下 の場 合  

   家 賃 －12,000 円  

②家 賃 23,000 円 を超 える場 合  

  （ 家 賃 － 23,000 円 ) × 1/2 ＋

11,000 円 （27,000 円 限 度 ） 

（2）持 家 居 住 者 3,500 円 

同 なし 565 千円   188,233 円 

通 勤 手 当 

（1）交 通 機 関 （電 車 等 ）利 用 者  

6 ヶ月 定 期 券 等 の 価 額 によ る一

括 支 給 （上 限 55,000 円 ） 

（2）交 通 用 具 （自 動 車 等 ）利 用 者  

  距 離 段 階 区 分 に応 じ 

  2,000 円 ～50,100 円 

同 なし 345 千円    86,168 円 

管理職手当 

管 理 ，監 督 の 地 位 に ある 職 員 に

支 給 ：給 料 表 別 ・職 務 の級 別 ・管

理 職 手 当 の 区 分 別 の 定 額 を 支

給  

同 なし ― 千円       － 円 

夜間勤務手当 

正 規 の勤 務 時 間 として午 後 10 時

から翌 日 の午 前 5 時 までの間 （深

夜 ）に勤 務 した場 合 に支 給 ：勤 務

1 時 間 当 たりの給 与 額 に 100 分 の

25 を乗 じた額 

同 なし ― 千円       － 円 

管 理 職 員 特 別

勤務手当 

管 理 職 が祝 日 等 に勤 務 した場 合

に 管 理 職 手 当 の区 分 に 応 じ１回

当 たり 6,000 円 ～12,000 円 を支

給 （ 勤 務 が ６ 時 間 を 超 え る 場 合  

9,000 円 ～18,000 円 ） 

同 なし    ― 千円      － 円 
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　（４）　病院事業

  　①　職員給与費の状況

     ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成２２年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

給与抑制措置（22年度）

○ 平成18年11月に医師を除く病院局職員に対する給料の調整額を廃止した。（平成19年度までは激変緩和を措置）

○ 医師を除く病院局職員の給料月額の減額を次のとおり実施している。

① 医療職（三）6，7級の職員　3.5％

② 医療職（三）5級の職員　2.5％

③ 調整額が廃止となった職種以外の課長相当級以上の職員　4又は5％

④ ③を除く調整額が廃止となった職種以外の職員　1.5%

⑤ ①～④以外の職員　1.5%

○ 本庁課長級以上の職員（管理職手当1種～5種以上）に支給する管理職手当の減額を次のとおり実施している。

① 医師以外で調整額が廃止となった職種以外の課長相当級以上の職員　20％

② ①以外の課長相当級以上の職員　10%

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成２１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％

・管理職加算 15～25％

※知事部局と同様

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

団 体 平 均 303,048

団 体 平 均

Ｂ　

　　　　千円

Ａ  

千円

純損益又は実

千円　

総費用

　質収支

区　　分

２１年度

総費用に占める

団 体 平 均 43.6 544,277

533,822茨城県病院局（医師） 39.7

基本給

42.3

1,322,315

千円　

職員給与費比率

　　　　　　Ａ 給　 料

　　　　　　Ｂ／Ａ

職員数区　　分

8,346,557

％

42.2

　　計　　Ｂ

一人当たり

％

△ 572,383

850 3,277,637

19,718,027

　　　　　　区　　分

千円

1,618,920

２１年度 人

１人当たり平均支給額（２１年度）

（参考）都道府県平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

平均月収額

324,036

職員手当

　　　　　千円

平　均　年　齢

茨城県病院局（看護師）

1,515

1,341,608

7,339

523,640

487,069

584,480

598,967

364,931

375,92641.7

団体平均

39.2

一人当たり給与費

千円

21年度の総費用に占

める職員給与費比率

1,278,933 7,265

千円 千円

6,175,490

期末・勤勉手当 給与費 B/A

43.4

茨城県病院局（事務職員）

2.80 1.45

37.7

1,545

１人当たり平均支給額（２１年度）

茨城県病院局

（1.50） （0.75）



- 22 -

イ　退職手当（平成２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（～平成20年度末：　45～59歳対象2～30%加算）

（平成21年度末～：　45～59歳対象2～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成21年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（平成２２年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

茨城県（医師及び歯科医
師の資格を有するものを
もって充てる職に採用さ
れた職員）

一般行政職の制度（支給率）

茨城県 3 731

15 101

支給対象職員数

1体につき　3,200円
※1日5,500円限度

250,362

医（一）

4級又は3級の局長，局次長等 50,000円

3級の局長，局次長等以外及
び2級の医員以外

県立病院に勤務する職員

死体解剖の補助作業

26,770

支給実績（２１年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

支給対象地域 支給率

1,284

30,000円

主な支給対象職員

394,271

解剖作業手当
県立病院に勤務する職員
（医師以外の職員）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

日額　２００円

59.2859.28

59.28

茨城県病院局

47.5

33.5

結核患者又は精神病患
者の収容されている病
棟内における営繕等の
作業

級区分

146,892

179,575

支給総額（平成２１年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度）

主な支給対象業務

適用給料表

医師手当
35,000円

23.5

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

病棟作業手当

74.7

8

手当の名称 左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

2級以下の医員

支給額

41.34

30.55
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診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

心理判定員

臨床工学技士

薬剤師

4,5種 17,000円 25,000円

医師以外の職員が宿直
勤務時間帯に救急外来
患者に対応した場合

看護師長以外
宿直勤務1回　1,000円
看護師長
宿直勤務1回　5,000円

結核病床に勤務する看
護師が，もっぱら患者の
看護等に従事した場合

勤務1回　290円

区分 支給額 6時間超

1種 24,000円 36,000円

2,3種 20,000円

8,000円

救急外来患者対応
1人につき　1,000円

放射線作業手当 県立病院に勤務する職員

看護師等が，もっぱら放
射線照射をする作業の
補助業務に従事した場
合

業務に従事した日1日につき
230円

管理職手当の支給対象
となる医師が，週休日等
に救急業務に対応した
場合

県立病院に勤務する職員救急対応手当

30,000円

20,000円

支給月額

待機期間中に救急患者
の対処のため呼び出し
を受けて従事した手術
等の業務（1時間以上の
ものに限る）

勤務1回　1,620円

勤務時間が深夜の全部を含む
勤務1回　8,200円(6,800円)
深夜における勤務時間が4時間
以上である場合
勤務1回　4,300円(3,300円)
深夜における勤務時間が2時間
以上4時間未満である場合
勤務1回　3,900円(2,900円)
深夜における勤務時間が2時間
未満である場合
勤務1回　2,000円

※ （　）の金額は透析ｾﾝﾀｰで
　　の勤務時における支給額

医師が宿直勤務時間帯
において救急外来患者
に対応した場合

深夜における看護等の
業務

12,000円

医師
待機1回　2,300円
医師以外
待機1回　3,000円

医療従事者等手当

職　　　種

救急患者対処の呼び出
しのための待機をした場
合

精神科医療社会事業の業務
に従事することを本務とする
職員

夜間看護等手当 県立病院に勤務する職員

防疫等作業手当 県立病院に勤務する職員
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

513,589

なし

単身赴任の職員に支給
23,000円＋加算額（職員
の住居と配偶者等の住居
との交通距離段階区分に
応じ6,000～45,000円）

（1）交通機関（電車等）利
用者
　6ヶ月定期券等の価額
による
 一括支給（上限55,000
円）
（2）交通用具（自動車等）
利用者
　　距離段階区分に応じ
　　2,000円～5４,200円

同

同

同

なし

なし

800

千円

1,536 千円

3,030,737

384,000

千円

122,788 千円 178,991

51,153同 なし

一般行政職
の制度と異
なる内容

千円 402,780

（21年度決算） 平均支給年額

56,683

（21年度決算）

89,842 千円 278,149

手　当　名 内容及び支給単価

扶養親族のある職員に支
給
（1）配偶者　13,000円
（2）配偶者以外　6,500円
（うち一人について，配偶
者がない場合にあっては
11,000円）
（3）満16歳年度初めから
満22歳年度末までの間
にある子
　 1人につき5,000円を加
算

同

支給職員１人当たり支給実績

同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ １ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ １ 年 度 決 算 ）

住居手当

単身赴任手当

（1）借家等居住者
　　　(家賃12,000円以上)
①家賃23,000円以下の
場合
   家賃－12,000円
②家賃23,000円を超える
場合
  （家賃－23,000円)×
1/2
＋11,000円（27,000円限
度）
（2）持家居住者　3,500円

初任給調整手当

医師及び歯科医師の資
格を有するのをもって充
てる職に，大学卒業後一
定期間内に採用された職
員に支給
最高支給額
　　　医療（一）306,000円

宿日直手当

宿直又は日直勤務をした
職員に支給
(1)　通常の宿日直勤務
　　　1回につき4,200円
(2)　管理又は監督等の
業務その他特殊な業務を
主として行う宿日直勤務
 1回につき7,200円
(3)　病院における宿日直
勤務（医師当直勤務）
 1回につき20,000円

162,882

300,043

なし

なし通勤手当

一般行政職
の制度との
異同

扶養手当
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円

円

休日勤務手当

祝日等において勤務を命
じられた職員に支給
1時間当たりの給与額に
100分の135を乗じた額

同 なし

管理職員特別勤務手当

管理職が祝日等に勤務し
た場合に管理職手当の
率に応じ1回当たり7,000
～12,000円（医師は
14,000～24,000円）を，
勤務が6時間を超える場
合は10,500～18,000円
（医師は21,000～36,000
円）を支給。

異
医師は2倍
の額

1,180,5002,361 千円

471,94891,086 千円

 

 

 

 

 

 

 


